
アプラス請求書カード払い利用規約（バイヤー向

け）

第１章 総則

第１条（目的）

第２条（定義）

本アプラス請求書カード払い利用規約（以下「本規約」という）は、株式会社インフキュリオン

（以下「当社」という）が運営、提供する「アプラス請求書カード払い」（以下「本サービス」と

いう）に関する条件を定めたものです。

1.

利用者は、本規約を遵守するものとします。2.

本規約の内容と、その他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約が優先して

適用されるものとします。

3.

本規約において使用される用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。1.

「本サービス」とは、利用者・債権者間の取引における代金の支払いに関する、当社が、債

権者に対して立替払いを行うことおよび利用者からのカード等による支払いを可能とするサ

ービスをいうものとします。

(1)

「本契約」とは、第４条にもとづき利用者と当社との間で成立する本サービスの利用に関す

る契約をいうものとします。

(2)

「債権者」とは、利用者との間で売買契約等を締結し、商品等（以下「本件商品等」とい

う）を提供する法人もしくは個人事業主、または、利用者が公租公課を支払うべき国、地方

公共団体その他の公的機関をいうものとします。

(3)

「利用者」とは、債権者との間で売買契約等を締結し本件商品等の提供を受けるか、また

は、債権者に対して公租公課を支払うべき法人または個人事業主であって、本規約にもとづ

き利用契約を締結のうえ、本サービスを利用する者をいうものとします。

(4)

「会員ページ」とは、利用者がユーザIDおよびパスワード（以下併せて「ユーザID等」とい

う）を用いてのみアクセスすることが可能な当社所定のウェブページをいうものとします。

なお、利用者は、本契約の締結に際し、ユーザID等を設定するものとします。

(5)

「営業日」とは、日本において銀行等の金融機関が営業を行う日をいうものとします。(6)

「提携組織」とは、当社が加盟または提携する組織（当社が加盟店契約を締結しているアク

ワイアラ、請求書カード払い協会ならびにVISAインターナショナルサービスアソシエーシ

ョン、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドおよび株式会社ジェーシー

ビー）をいうものとします。

(7)

「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーショ

ン、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等（提携組織の指示等にもとづく

(8)



第３条（本規約の適用等）

第４条（本契約の成立）

第５条（通知）

当社からの指示等を含む）をいうものとします。

「カード等」とは、提携組織に加盟している会社（以下「カード発行会社」という）が提携

組織の規則等に準拠して発行するクレジットカード等（デビットカード、プリペイドカー

ド、その他支払い手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他

の符号を含む）をいうものとします。

(9)

「クーポン」とは、当社が利用者に対して付与するものであり、当社所定の条件および手続

きに従い利用者が使用した場合または当社が判断した場合に、サービス利用料の全部または

一部の割引を受けることができるサービスをいうものとし、本サービスの一部を構成するも

のとします。

(10)

本規約はすべての本サービスおよび本契約に適用されるものとします。1.

当社は、第５条にもとづく通知により、本サービスの内容、本規約およびサービス利用料を随時

変更できるものとします。

2.

本契約は、利用者が当社所定の方法により本サービス利用の申込を行い、当社がこれを承諾した

ことにより成立するものとします。

1.

利用者は次の各号の事項を表明し、保証するものとします。2.

利用者が、法人の場合は日本国内に本店所在地を置く者、または、個人事業主の場合は日本

国内に住所を有する者であること

(1)

債権者が、日本国内に本店所在地を置く法人、日本国内に住所を有し、適格請求書発行事業

者として登録されている個人事業主、または、日本の国、地方公共団体その他の公的機関で

あって、日本国内に当社が振込可能な金融機関の口座を有すること

(2)

本件商品等は、国内に所在する資産の譲渡もしくは貸付または国内で行われる役務の提供で

あること

(3)

利用者が利用するカード等は、日本法にもとづき設立され、日本国内に本店所在地を置く株

式会社が発行するものであること

(4)

利用者が第８条第１項各号の禁止事項等に該当しないこと(5)

債権者が、立替払いの対象となる本件商品等の代金請求権につき、第三者に対する譲渡、担

保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定をしていないこと

(6)

前各号のほか、当社所定のウェブサイトに記載された条件を満たすこと(7)

当社からの利用者に対する通知は、次のいずれかの方法をもって行われるものとします。1.

利用者が指定したメールアドレスへの電子メールの送信(1)

当社所定のウェブサイトへの掲載(2)

利用者が指定した電話番号への電話(3)

前各号のほか、当社が適当と判断する方法(4)



第２章 本サービス

第６条（利用者による情報提供等）

利用者は、債権者に対する立替払いを当社に委託する場合は、当社所定の方法に従い、利用者の

事業形態、代表者名、メールアドレスおよび立替金の支払いに利用するカード等の情報、ならび

に、本件商品等の内容および代金その他売買契約等の請求に関する情報および請求に関する書類

（以下「請求書」という）の電子ファイルを、当社所定のウェブサイトにて入力・アップロードす

ることにより当社に提供するものとします。また、当社は、当該情報および電子ファイルを提携組

織に提供することができるものとします。

1.

利用者によるカード等を利用した当社に対する立替金の支払いについて、本規約および提携組織の

規則等が適用されるものとします。

2.

利用者は、第１項の提供にあたり、あらかじめ次の各号の事項について確認するものとします。3.

売買契約等が利用者の営業活動に係るものまたは利用者による公租公課の支払いであること(1)

本件商品等の提供が既に行われたこと(2)

売買契約等に関して、取消、解除、無効等となる原因が存在しないこと(3)

当該請求書にもとづく請求額が、ひとつの売買契約等にもとづく本件商品等の代金の一部で

はないこと

(4)

本件商品等の代金の支払い以外のものではないこと（例えば、貸付のための資金の交付、金

銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない）

(5)

債権者が利用契約の締結日から起算して過去１２か月の間において、国際ブランドの加盟店

でないこと。なお、国際ブランドとは、世界各地に数多くの加盟店を持ち、国際的に通用す

るクレジットカードブランドのことをいう。

(6)

第８条に該当しないこと(7)

当社は、第１項にもとづき利用者が提供する情報および電子ファイルの正確性について確認する義

務を負わないものとします。

4.

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、立替払いを行わないことができるものとし、

利用者はこれを了承するものとします。

5.

利用者が第１項にもとづき当社に提供した情報の内容が事実に反する場合またはその懸念が

あると当社が判断した場合

(1)

利用者が第１項にもとづき当社に提供した情報の様式または内容について、当社が確認・修

正を求めたにもかかわらず利用者がこれに応じない場合

(2)

利用者が本契約の条項に違反した場合またはその懸念があると当社が判断した場合(3)

当社は、必要と判断した場合、第１項にもとづき利用者から提供された情報の内容の確認、なら

びにこれらに関して利用者への連絡を行うことができるものとします。

6.

利用者は、本サービス上の、電子ファイルを光学文字認識（OCR）・AI等の技術により自動で読み

取る機能（以下「読取機能」という）を用いた場合、その読取結果について自らの責任で確認を

行い、必要に応じて修正を行うものとします。

7.

利用者は、読取機能に関し、技術的限界により、読み取られた内容に誤字、脱字または誤変換が

生じる可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。

8.



第７条（立替払いの実施等）

当社は、読取機能の利用による読取結果の正確性について何ら保証するものではなく、利用者が

第７項の確認・修正を怠ったことにより利用者または第三者に生じた損害について、何ら責任を負

わないものとします。

9.

当社は、利用者から第６条にもとづき立替払いの委託を受けた場合、利用者が利用しようとする

カード等の有効性、本件商品等の内容および代金その他必要な事項を確認するものとします。当該

確認を経て当社が立替払いを承諾した時以降、利用者は当該委託を取り消すことはできないもの

とします（ただし、当該委託が振込日を指定するものである場合、当社所定の日前までは、取り

消すことができるものとします）。

1.

当社は、前項の承諾後、当社所定の期間内に、本件商品等の代金相当額を、利用者から提供され

た請求書に記載の、債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により立替払いを行うもの

とします。ただし、利用者は、第１項にもとづく確認または立替払いの金額等、または、当社の責

に帰さない事由により、当社所定の期間内または利用者が指定する期日までに立替払いが行われ

ない場合があることを承諾するものとし、この場合当社は何ら責任を負わないものとします。当社

の責に帰さない事由により当社所定の期間内または利用者が指定する期日までに立替払いが行わ

れない場合、当社は第５条に定める方法により利用者に連絡するものとします。また、当社の責に

帰すべき事由により当社所定の期間内または利用者が指定する期日までに立替払いが行われない

場合、当社は原因の調査、当該立替払いの実施等を行うものとします。

2.

利用者は、前項の立替払いが行われた場合、当社に対し、カード等による決済にて本件商品等の

代金相当額およびサービス利用料の支払いを行うものとします。

3.

当社が第１項および第２項にもとづき立替払いを行った後、利用者が利用するカード等の発行会

社からの当社に対する支払いが通常行われる期間内に行われない場合、利用者は当社の請求にも

とづき本件商品等の代金相当額を支払うものとします。

4.

第６条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルの瑕疵に起因して立替払いの全部または一

部が実行されなかった場合、実行されなかった金額に係る立替払いについては立替払いの委託が

なされなかったものとします。この場合、当社は、カード等の発行会社から支払いを受けた金員の

うち、当該金額を利用者に返金するものとします（なお、返金にあたり手数料が生じる場合はこ

れを控除する）。

5.

第６条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルの瑕疵に起因する問題、売買契約等に関

する債務不履行責任・契約不適合責任・不法行為責任に関する問題、その他債権者および利用者

間のトラブル・紛争が生じた場合、債権者および利用者はそれらを両者間で解決するものとしま

す。また、この場合、当社、提携組織およびカード発行会社は何ら責任を負わないものとし、ま

た、立替払金の回収（振込時の組戻し処理含む）、サービス利用料の返金、使用されたクーポンの

返還・再発行・現金等による補填は行われないものとします。

6.

当社は、第６条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルをもとに随時審査を行い、総合

的な判断によって立替払いを行わないことができるものとします。この場合の処理については本条

第５項が準用されるものとします。なお、当社は、判断の内容を開示する義務を負わないものとし

ます。

7.

利用者は、本サービスの申込みをもって債権者に対する金銭債務の履行となるものではなく、本

サービスにもとづく立替払いの完了をもって当該債務が履行されたものとなることを認識するも

のとします。

8.



第８条（禁止事項）

第９条（遵守状況の調査等）

第１０条（通知義務）

利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。1.

誤った情報、事実に相違する情報および虚偽の情報を当社へ提供する行為(1)

取引の実在性のない循環取引や架空取引等に本サービスを利用する行為(2)

本サービスにより取得・利用しうる情報・データを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方

法で取得・利用する行為

(3)

有害なコンピュータ・プログラムなどを、当社のサーバーやネットワークシステムまたは第

三者のコンピュータに送信または書き込む行為

(4)

第三者に成りすまして本サービスを利用する行為（第三者の情報を本サービスに登録するこ

とを含む）

(5)

当社の承諾なく、第三者に本サービスを利用させる行為(6)

当社または第三者の財産、プライバシーおよび知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれの

ある行為

(7)

当社による本サービス用設備の利用もしくは本サービスの運営に支障を与える行為、または

与えるおそれのある行為

(8)

当社または第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為(9)

本サービスに関し、当社の同意を得ることなく詐欺的な手段により当社または第三者の所有

している個人情報を収集する行為

(10)

本サービスに関し、公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為(11)

本サービスに関し、犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかす行為またはそのおそれのある行

為

(12)

マネーロンダリングその他不正な目的に本サービスを利用する行為(13)

法令に違反しまたは違反するおそれのある行為(14)

犯罪収益移転防止法に定義する「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いる行為(15)

自然人の負う債務（個人事業主の事業に係る債務を除く）の支払いのために本サービスを用

いる行為

(16)

本サービスを実質的に同一である者の間の支払いのために用いる行為(17)

本件商品等の代金の支払い以外のために用いる行為（例えば、貸付のための資金の交付、金

銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない）

(18)

別紙に定める支払いのために本サービスを用いる行為(19)

本契約および本規約に違反する行為または違反のおそれのある行為(20)

前各号のほか、当社が不適切と判断する行為(21)

利用者は、本規約に定める事項について、当社から調査または資料提供の協力を求められた場合に

は、速やかに応じるものとします。

1.

利用者は、本サービスの利用に関して当社に届け出た情報に変更が生じた場合、当社所定の方法

で速やかに変更内容を届け出るものとします。

1.



第１１条（本サービス利用のための機器等の準備・維持）

第１２条（ID等の管理）

第１３条（本サービスの停止）

第１４条（サービス利用料およびクーポン）

利用者が前項に定める届出を怠ったことにより当社からなされた通知等が到達しなかった場合に

は、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、また、これによって利用者に生じた損害

について当社は責任を負わないものとします。

2.

利用者は、本サービスを利用するために必要となる機器、ソフトウェアおよび通信回線等を、自

己の負担と責任において準備・維持するものとします。

1.

利用者は会員ページにアクセスするために設定したユーザID等を厳重に管理するものとし、これら

を第三者に使用させ、または、貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。

1.

ユーザID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって利用者に生じた損害等につい

て、当社は何ら責任を負わないものとします。

2.

ユーザID等を用いた本サービスの利用は、利用者による利用とみなすものとします。3.

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスおよび立替払いその他本契約および本

規約にもとづく業務の全部または一部を、必要な期間、停止することができるものとします。

1.

電力会社の電力供給の中断または本サービス用設備の障害等やむを得ない事由による場合(1)

本サービス用設備の点検、保守、バージョンアップ等を実施する場合(2)

第１７条第２項各号に規定の事由が発生した場合(3)

前各号のほか、当社が停止が必要と判断した場合(4)

当社は、前項にもとづく停止を行う場合、事前にその旨を当社のウェブサイトへの掲示その他当

社が適切と判断する方法により利用者に通知するものとします。ただし、当社が緊急またはやむを

得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なく当該通知を行うものとします。

2.

当社は、第１項にもとづく停止に起因して利用者に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わ

ないものとします。

3.

利用者は、本サービスの利用にあたり、当社所定のサービス利用料を当社所定の方法により支払

うものとします。

1.

当社は、当社の判断により、利用者に対して、サービス利用料の全部または一部の割引を受けるこ

とができるクーポンを付与することがあります。

2.

利用者は、当社所定の条件および手続きに従いクーポンを使用することができるものとします。な

お、当社の判断により特定のサービス利用料にクーポンを適用することがあり、利用者はこれを

了承するものとします。

3.

クーポンの付与条件、有効期間、利用対象、利用上限金額その他の諸条件については、当社が別

途定めるものとします。

4.

利用者は、保有するクーポンを第三者に譲渡、貸与、担保に供すること、および現金に換金する

ことはできないものとします。

5.



第３章 一般規定

第１５条（再委託）

第１６条（知的財産権の帰属）

第１７条（非保証・免責）

第１８条（秘密保持義務）

当社は、利用者が第２１条第１項各号のいずれかに該当したときは、クーポンの全部または一部

を取り消すことができるものとします。

6.

当社は、本規約、本サービスおよび本契約にもとづく業務の全部または一部を第三者に再委託

（再々委託以降を含む）（以下、当該第三者を「再委託先」という）することができるものとしま

す。また、この場合、当社は、再委託先に対し、本サービスの提供に必要な範囲で、秘密情報およ

び個人情報を開示することができるものとします。

1.

当社は、当該再委託先に対し、本規約にもとづき自己が負う義務と同等の義務を課すものとしま

す。

2.

本サービスに関する知的財産権は当社または原権利者に帰属するものであり、利用者に対する本

サービスの利用許諾は知的財産権の譲渡および利用許諾を意味するものではないものとします。

1.

当社は、本サービスについて、その正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合

性、第三者の権利を侵害していないことについて何ら保証しないものとします。

1.

当社は、次の各号に定める事由に起因して利用者に生じた損害について何ら責任を負わないものと

します。

2.

本契約・本規約の違反、当社が定める手順・セキュリティ手段が遵守されないこと、利用者

が提供する情報・電子ファイルの瑕疵、登録情報の不備・変更の遅延

(1)

通信機器、通信回線およびインターネット等の通信手段の不具合またはそれらの性能に起因

する問題

(2)

金融機関のシステム障害およびカード等にかかる決済システムの障害(3)

当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不

正アクセスもしくはアタック、または通信経路上での傍受

(4)

当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて、当該第三者から

ウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィル

スによる本サービス用設備への侵入

(5)

当社に対する刑事訴訟法にもとづく令状による差押え・捜索・検証、犯罪捜査のための通信

傍受に関する法律にもとづく強制処分その他裁判所の命令または法令にもとづく強制的な処

分

(6)

天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行等の不可抗力(7)

前各号のほか、当社の責に帰さない事由(8)

利用者および当社（以下本条において「情報受領者」という）は、本サービスの利用または提供

に関して知得した他の当事者（以下本条において「情報開示者」という）の事業活動に有用な技術

1.



第１９条（個人情報）

第２０条（データの利活用等）

第２１条（契約の解除等）

上または営業上の秘密（以下「秘密情報」という）を、秘密として保持し、情報開示者の書面に

よる事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩せず、本サービスの利用または

提供以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含まれないものとし

ます。

情報受領者が当該情報を知得した時点で、既に公知であった情報(1)

情報受領者が当該情報を知得した後に、情報受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知と

なった情報

(2)

情報受領者が、当該情報を知得した時点で既に保有していた情報（守秘義務の制約の下で情

報開示者から知得した情報を除く）

(3)

情報受領者が、当該情報を知得した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うこ

となく適法かつ正当に開示を受けた情報

(4)

情報受領者は、秘密情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし

ます。

2.

情報受領者は、本サービスが終了した場合または情報開示者から求められた場合、秘密情報を返

却または廃棄するものとします。

3.

本条は、本サービス終了後２年間有効とします。4.

当社は、個人情報（個人情報保護法に定義されるものをいう。以下同じ）について、当社が別途定

めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うものとします。

1.

当社は、別段の定めがない限り、本サービスの提供に伴い取得した個人情報を、プライバシーポリ

シー「２.個人情報の利用目的」以外の目的で利用しないものとします。

2.

前各項のほか、個人情報の取扱いについては第１８条第１項乃至第３項の規定が準用されるもの

とします。

3.

当社は、本サービスにもとづき取得する情報を集計して特定の個人を識別することができない統

計的な情報を作成し、本サービスの品質向上、新たなサービスの開発その他当社の事業活動のた

めに利用しまたは第三者に提供することができるものとします。

1.

利用者が当社のパートナーから紹介を受けて本サービスを利用する場合（当該パートナーのウェブ

サイト等を経由して本サービスを利用する場合を含む）、当社は、当該パートナーに対し、当該パ

ートナーが以下の目的で使用するために、以下の情報を提供することができるものとします。

2.

当該パートナーが情報を使用する目的(1)

当該パートナーによる本サービスの集客・利用促進の向上・改善a.

当該パートナーに対する当該利用者の問い合わせへの対応b.

当該パートナーが有する製品・サービス等の当該利用者への案内・紹介c.

当社が当該パートナーに提供する情報(2)

第６条にもとづき提供された情報a.



第２２条（本サービスの終了）

第２３条（本契約・本サービスの終了に伴う措置）

第２４条（反社会的勢力の排除）

当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく直ちに

本サービスの提供を中止し、また、本契約を解除することができるものとします。

1.

破産、民事再生、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続（本規約の制定後に

改定または制定されたものを含む）の申立を受けまたは自らこれらの申立をしたとき

(1)

解散の決議を行いもしくは解散命令を受けたとき（合併に伴って解散する場合を除く）、ま

たは事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・廃止を決議したとき

(2)

支払いの停止、手形交換所の取引停止処分を受けたときまたは電子債権記録機関による取引

停止処分もしくはこれと同等の措置を受けたとき

(3)

仮差押え、差押え、仮処分または競売手続の開始があったとき(4)

第８条に違反したとき(5)

本契約または本規約（第８条を除く）に違反し、相当の期間を定めて催告されたにもかかわ

らずなお是正されないとき

(6)

信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき(7)

前各号のほか、当社が本サービスの継続を適当でないと判断したとき(8)

利用者は、それぞれ前項各号のいずれかに該当したときは、当社に対する債務について当然に期

限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済するものとします。

2.

当社は、３か月以上前の通知をもって、本サービスの全部または一部を終了することができます。1.

本契約または本サービスが終了した場合に存在する未履行債務については、当該債務が弁済され

るまでの間、本規約および本契約が適用されるものとします。

1.

利用者は、自己、自己の子会社および関連会社（各社の役員その他実質的支配権を有する者を含

む。以下本条において同じ）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を

経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知

能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下併せて「暴力団員等」という）に該当しないこ

と、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約す

るものとします。

1.

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1)

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2)

自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな

ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(3)

暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること

(4)

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること

(5)

利用者は、自己、自己の子会社および関連会社が、自己または第三者を利用して次の各号に該当

する行為を行わないことを確約するものとします。

2.



第２５条（損害賠償責任）

第２６条（譲渡禁止）

第２７条（分離可能性）

第２８条（準拠法・管轄）

第２９条（相談窓口等）

第３０条（本規約に定めのない事項）

以上

暴力的な要求行為(1)

法的な責任を超えた不当な要求行為(2)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3)

風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業

務を妨害する行為

(4)

その他前各号に準ずる行為(5)

当社は、利用者が前２項に違反した場合、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除し、また

は、本サービスの提供を中止することができるものとします。

3.

当社は、前項にもとづき契約を解除し、または、本サービスの提供を中止したことにより利用者

に損害が発生した場合でも、何ら責任を負わないものとします。

4.

当社は、第３項にもとづき契約を解除し、または、本サービスの提供を中止したことにより損害

を被った場合、利用者に対し、当該損害の賠償を求めることができるものとします。

5.

当社は、自己の責に帰すべき事由により、本サービスに関連して、利用者に損害を与えた場合、当

該損害の発生の原因となった本サービスに関するサービス利用料（クーポンによる割引がある場

合は割引後のサービス利用料）を限度として、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものと

します。

1.

利用者は、事前に当社の書面による承諾がない限り、本契約または本サービスの利用により生じ

た契約上の地位を移転し、または、本契約もしくは本サービスの利用により生じた権利義務の全

部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは担保に供してはならないものとします。

1.

法律の規定または裁判所の判断により本規約の一部が無効または執行不能とされた場合であって

も、本規約の他の部分は影響を受けず、引き続き有効とします。

1.

本規約、本サービスおよび本契約は、日本国の法令に準拠するものとします。また、本規約、本サ

ービスおよび本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。

1.

本サービスに関する利用者からの相談等については、当社所定のウェブページに記載の問い合わせ

窓口にて受け付けるものとします。

1.

本規約に定めのない事項については、別途当社が取り決めるものとします。1.



附則

（２０２４年４月２２日制定）

（２０２４年９月１０日改定）

（２０２５年１月２０日改定）

（２０２５年２月１７日改定）

（２０２６年６月２６日改定）



アプラス請求書カード払い利用規約（サプライヤー

向け）

第１章 総則

第１条（目的）

第２条（定義）

本アプラス請求書カード払い利用規約（以下「本規約」という）は、株式会社インフキュリオン

（以下「当社」という）が運営、提供する「アプラス請求書カード払い」（以下「本サービス」と

いう）に関する条件を定めたものです。

1.

利用者および債務者は、本規約を遵守するものとします。2.

本規約の内容と、その他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約が優先して

適用されるものとします。

3.

本規約において使用される用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。1.

「本サービス」とは、利用者・債務者間の取引における代金の支払いに関する、当社が、利

用者に対して立替払いを行うことおよび債務者からのカード等による支払いを可能とするサ

ービスをいうものとします。

(1)

「本契約」とは、第４条にもとづき利用者と当社との間で成立する本サービスの利用に関す

る契約をいうものとします。

(2)

「利用者」とは、債務者との間で売買契約等（以下「売買契約等」という）を締結し、商品

等（以下「本件商品等」という）を提供する法人または個人事業主であって、本規約にもと

づき利用契約を締結のうえ、本サービスを利用する者をいうものとします。

(3)

「債務者」とは、利用者との間で売買契約等を締結し、本件商品等の提供を受ける法人また

は個人事業主であって、本規約にもとづき当社に対し立替払いを委託する者をいうものとし

ます。

(4)

「会員ページ」とは、利用者がユーザIDおよびパスワード（以下併せて「ユーザID等」とい

う）を用いてのみアクセスすることが可能な当社所定のウェブページをいうものとします。

なお、利用者は、本契約の締結に際し、ユーザID等を設定するものとします。

(5)

「営業日」とは、日本において銀行等の金融機関が営業を行う日をいうものとします。(6)

「提携組織」とは、当社が加盟または提携する組織（当社が加盟店契約を締結しているアク

ワイアラ、請求書カード払い協会ならびにVISAインターナショナルサービスアソシエーシ

ョン、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドおよび株式会社ジェーシー

ビー）をいうものとします。

(7)

「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーショ

ン、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等（提携組織の指示等にもとづく

当社からの指示等を含む）をいうものとします。

(8)

「カード等」とは、提携組織に加盟している会社（以下「カード発行会社」という）が提携

組織の規則等に準拠して発行するクレジットカード等（デビットカード、プリペイドカー

(9)



第３条（本規約の適用等）

第４条（本契約の成立）

第５条（通知）

第２章 本サービス

第６条（利用者による情報提供等）

ド、その他支払い手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他

の符号を含む）をいうものとします。

「クーポン」とは、当社が利用者に対して付与するものであり、当社所定の条件および手続

きに従い利用者が使用した場合または当社が判断した場合に、サービス利用料の全部または

一部の割引を受けることができるサービスをいうものとし、本サービスの一部を構成するも

のとします。

(10)

本規約はすべての本サービスおよび本契約に適用されるものとします。1.

当社は、第５条にもとづく通知により、本サービスの内容、本規約およびサービス利用料を随時

変更できるものとします。

2.

本契約は、利用者が当社所定の方法により本サービス利用の申込を行い、当社がこれを承諾した

ことにより成立するものとします。

1.

利用者は次の各号の事項を表明し、保証するものとします。2.

利用者が、法人の場合は日本国内に本店所在地を置く者、または、個人事業主の場合は日本

国内に住所を有する者であって、日本国内に当社が振込可能な金融機関の口座を有すること

(1)

債務者が、法人の場合は日本国内に本店所在地を置く者、または、個人事業主の場合は日本

国内に住所を有する者であって、日本国内に当社が振込可能な金融機関の口座を有すること

(2)

本件商品等は、国内に所在する資産の譲渡もしくは貸付または国内で行われる役務の提供で

あること

(3)

債務者が利用するカード等は、日本法にもとづき設立され、日本国内に本店所在地を置く株

式会社が発行するものであること

(4)

債務者が第１０条第１項各号の禁止事項等に該当しないこと(5)

利用者が、立替払いの対象となる本件商品等の代金請求権につき、第三者に対する譲渡、担

保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定をしていないこと

(6)

前各号のほか、当社所定のウェブサイトに記載された条件を満たすこと(7)

当社からの利用者および債務者に対する通知は、次のいずれかの方法をもって行われるものとし

ます。

1.

利用者または債務者が指定したメールアドレスへの電子メールの送信(1)

当社所定のウェブサイトへの掲載(2)

利用者または債務者が指定した電話番号への電話(3)

前各号のほか、当社が適当と判断する方法(4)



第７条（債務者による情報提供等）

利用者は、当社所定の方法に従い、債務者の名称、本件商品等の内容および代金その他売買契約

等の請求に関する情報および請求に関する書類（以下「請求書」という）の電子ファイルを、当

社所定のウェブサイトにて入力・アップロードすることにより当社に提供するものとします。ま

た、当社は、当該情報および電子ファイルを提携組織に提供することができるものとします。

1.

利用者は、前項の提供にあたり、あらかじめ次の各号の事項について確認し、保証するものとし

ます。

2.

売買契約等が利用者の営業活動に係るものであること(1)

本件商品等の代金の支払いに関し、本規約にもとづく立替払いが行われることを、利用者お

よび債務者が合意していること

(2)

本件商品等の提供が既に行われたこと(3)

売買契約等に関して、取消、解除、無効等となる原因が存在しないこと(4)

当該請求書にもとづく請求額が、ひとつの売買契約等にもとづく本件商品等の代金の一部で

はないこと

(5)

本件商品等の代金の支払い以外のものではないこと（例えば、貸付のための資金の交付、金

銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない）

(6)

利用者が利用契約の締結日から起算して過去１２か月の間において、国際ブランドの加盟店

でないこと。なお、国際ブランドとは、世界各地に数多くの加盟店を持ち、国際的に通用す

るクレジットカードブランドのことをいう。

(7)

第１０条に該当しないこと(8)

当社は、第１項にもとづき利用者が提供する情報および電子ファイルの正確性について確認する義

務を負わないものとします。

3.

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、債務者の委託にもとづく立替払いを行わない

ことができるものとし、利用者はこれを了承するものとします。

4.

利用者が第１項にもとづき当社に提供した情報の内容が事実に反する場合またはその懸念が

あると当社が判断した場合

(1)

利用者が第１項にもとづき当社に提供した情報の様式または内容について、当社が確認・修

正を求めたにもかかわらず利用者がこれに応じない場合

(2)

利用者が本契約の条項に違反した場合またはその懸念があると当社が判断した場合(3)

当社は、必要と判断した場合、第１項にもとづき利用者から提供された情報の内容の確認、なら

びにこれらに関して利用者および債務者への連絡を行うことができるものとします。

5.

当社は、利用者から前条第１項にもとづき情報の提供を受けた場合、利用者に対し、次の各号の

事項を記載したウェブサイトのURLを通知するものとし、利用者はこれを債務者に通知するもの

とします。

1.

債務者が、本件商品等の代金の立替払いを当社に委託することができる旨(1)

前号にもとづき立替払いを委託する場合の立替金の支払い方法(2)

前項の通知を受けた債務者は、利用者に対する立替払いを当社に委託する場合は、当社所定の方

法に従い、債務者の事業形態、代表者名、メールアドレスおよび立替金の支払いに利用するカード

等の情報を、当社所定のウェブサイトにて入力することにより当社に提供するものとします。

2.



第８条（債務者の保証）

第９条（立替払いの実施等）

債務者によるカード等を利用した当社に対する立替金の支払いについて、本規約および提携組織の

規則等が適用されるものとします。

3.

債務者は、第２項の提供にあたり、あらかじめ次の各号の事項について確認するものとします。4.

売買契約等が債務者の営業活動に係るものであること(1)

本件商品等の代金の支払いに関し、本規約にもとづく立替払いが行われることを、利用者お

よび債務者が合意していること

(2)

本件商品等の提供が既に行われたこと(3)

売買契約等に関して、取消、解除、無効等となる原因が存在しないこと(4)

当該請求書にもとづく請求額が、ひとつの売買契約等にもとづく本件商品等の代金の一部で

はないこと

(5)

本件商品等の代金の支払い以外のものではないこと（例えば、貸付のための資金の交付、金

銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない）

(6)

利用者が利用契約の締結日から起算して過去１２か月の間において、国際ブランドの加盟店

でないこと。なお、国際ブランドとは、世界各地に数多くの加盟店を持ち、国際的に通用す

るクレジットカードブランドのことをいう。

(7)

第１０条に該当しないこと(8)

当社は、第１項にもとづき債務者が提供する情報の正確性について確認する義務を負わないもの

とします。

5.

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、債務者の委託にもとづく立替払いを行わない

ことができるものとし、利用者はこれを了承するものとします。

6.

債務者が第１項にもとづき当社に提供した情報の内容が事実に反する場合またはその懸念が

あると当社が判断した場合

(1)

債務者が第１項にもとづき当社に提供した情報の様式または内容について、当社が確認・修

正を求めたにもかかわらず債務者がこれに応じない場合

(2)

債務者が本契約の条項に違反した場合またはその懸念があると当社が判断した場合(3)

当社は、必要と判断した場合、第１項にもとづき債務者から提供された情報の内容の確認、なら

びにこれらに関して利用者および債務者への連絡を行うことができるものとします。

7.

債務者は次の各号の事項を表明し、保証するものとします。1.

債務者が、法人の場合は日本国内に本店所在地を置く者、または、個人事業主の場合は日本

国内に住所を有する者であって、日本国内に当社が振込可能な金融機関の口座を有すること

(1)

本件商品等は、国内に所在する資産の譲渡もしくは貸付または国内で行われる役務の提供で

あること

(2)

前各号のほか、当社所定のウェブサイトに記載された条件を満たすこと(3)

債務者が利用できるカード等は、日本法にもとづき設立され、日本国内に本店所在地を置く株式

会社が発行するものに限るものとします。

2.



第１０条（禁止事項）

当社は、債務者から第７条にもとづき立替払いの委託を受けた場合、債務者が利用しようとする

カード等の有効性、本件商品等の内容および代金その他必要な事項を確認するものとします。当該

確認を経て当社が立替払いを承諾した時以降、債務者は当該委託を取り消すことはできないもの

とします。

1.

当社は、前項の承諾後、当社所定の期間内に、本件商品等の代金相当額からサービス利用料を控

除した額を、利用者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により立替払いを行うものとしま

す。ただし、利用者は、第１項にもとづく確認または立替払いの金額等、または、当社の責に帰さ

ない事由により、当社所定の期間内に立替払いが行われない場合があることを承諾するものと

し、この場合当社は何ら責任を負わないものとします。当社の責に帰さない事由により当社所定の

期間内に立替払いが行われない場合、当社は第５条に定める方法により利用者に連絡するものと

します。また、当社の責に帰すべき事由により当社所定の期間内に立替払いが行われない場合、当

社は原因の調査、当該立替払いの実施等を行うものとします。

2.

債務者は、前項の立替払いが行われた場合、当社に対し、カード等による決済にて本件商品等の

代金相当額の支払いを行うものとします。

3.

当社が第１項および第２項にもとづき立替払いを行った後、債務者が利用するカード等の発行会

社からの当社に対する支払いが通常行われる期間内に行われない場合、債務者は当社の請求にも

とづき本件商品等の代金相当額を支払うものとします。

4.

第６条および第７条にもとづき提供される情報・電子ファイルの瑕疵に起因して立替払いの全部ま

たは一部が実行されなかった場合、実行されなかった金額に係る立替払いについては立替払いの

委託がなされなかったものとします。この場合、当社は、カード等の発行会社から支払いを受けた

金員のうち、当該金額を債務者に返金するものとします（なお、返金にあたり手数料が生じる場

合はこれを控除する）。

5.

第６条および第７条にもとづき当社に提供される情報・電子ファイルの瑕疵に起因する問題、売

買契約等に関する債務不履行責任・契約不適合責任・不法行為責任に関する問題、その他利用者

および債務者間のトラブル・紛争が生じた場合、利用者および債務者はそれらを両者間で解決する

ものとします。また、この場合、当社、提携組織およびカード発行会社は何ら責任を負わないもの

とし、立替払金の回収（振込時の組戻し処理含む）、サービス利用料の返金、使用されたクーポン

の返還・再発行・現金等による補填は行われないものとします。

6.

当社は、第６条および第７条にもとづき提供される情報・電子ファイルをもとに随時審査を行

い、総合的な判断によって立替払いを行わないことができるものとします。この場合の処理につい

ては本条第５項が準用されるものとします。なお、当社は、判断の内容を開示する義務を負わない

ものとします。

7.

債務者は、本サービスの申込みをもって利用者に対する金銭債務の履行となるものではなく、本

サービスにもとづく立替払いの完了をもって当該債務が履行されたものとなることを認識するも

のとします。

8.

利用者および債務者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。1.

誤った情報、事実に相違する情報および虚偽の情報を当社へ提供する行為(1)

取引の実在性のない循環取引や架空取引等に本サービスを利用する行為(2)

本サービスにより取得・利用しうる情報・データを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方

法で取得・利用する行為

(3)



第１１条（遵守状況の調査等）

第１２条（通知義務）

第１３条（本サービス利用のための機器等の準備・維持）

有害なコンピュータ・プログラムなどを、当社のサーバーやネットワークシステムまたは第

三者のコンピュータに送信または書き込む行為

(4)

第三者に成りすまして本サービスを利用する行為（第三者の情報を本サービスに登録するこ

とを含む）

(5)

当社の承諾なく、第三者に本サービスを利用させる行為(6)

当社または第三者の財産、プライバシーおよび知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれの

ある行為

(7)

当社による本サービス用設備の利用もしくは本サービスの運営に支障を与える行為、または

与えるおそれのある行為

(8)

当社または第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為(9)

本サービスに関し、当社の同意を得ることなく詐欺的な手段により当社または第三者の所有

している個人情報を収集する行為

(10)

本サービスに関し、公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為(11)

本サービスに関し、犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかす行為またはそのおそれのある行

為

(12)

マネーロンダリングその他不正な目的に本サービスを利用する行為(13)

法令に違反しまたは違反するおそれのある行為(14)

犯罪収益移転防止法に定義する「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いる行為(15)

自然人の負う債務（個人事業主の事業に係る債務を除く）の支払いのために本サービスを用

いる行為

(16)

本サービスを実質的に同一である者の間の支払いのために用いる行為(17)

本件商品等の代金の支払い以外のために用いる行為（例えば、貸付のための資金の交付、金

銭消費貸借契約にもとづく債務の弁済または賠償金の支払いを含むがこれらに限られない）

(18)

別紙に定める支払いのために本サービスを用いる行為(19)

本契約および本規約に違反する行為または違反のおそれのある行為(20)

前各号のほか、当社が不適切と判断する行為(21)

利用者および債務者は、本規約に定める事項について、当社から調査または資料提供の協力を求め

られた場合には、速やかに応じるものとします。

1.

利用者は、本サービスの利用に関して当社に届け出た情報に変更が生じた場合、当社所定の方法

で速やかに変更内容を届け出るものとします。

1.

利用者が前項に定める届出を怠ったことにより当社からなされた通知等が到達しなかった場合に

は、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、また、これによって利用者および債務者

に生じた損害について当社は責任を負わないものとします。

2.

利用者および債務者は、本サービスを利用するために必要となる機器、ソフトウェアおよび通信

回線等を、自己の負担と責任において準備・維持するものとします。

1.



第１４条（ID等の管理）

第１５条（本サービスの停止）

第１６条（サービス利用料およびクーポン）

第３章 一般規定

第１７条（再委託）

利用者は会員ページにアクセスするために設定したユーザID等を厳重に管理するものとし、これら

を第三者に使用させ、または、貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。

1.

ユーザID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって利用者に生じた損害等につい

て、当社は何ら責任を負わないものとします。

2.

ユーザID等を用いた本サービスの利用は、利用者による利用とみなすものとします。3.

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスおよび立替払いその他本契約および本

規約にもとづく業務の全部または一部を、必要な期間、停止することができるものとします。

1.

電力会社の電力供給の中断または本サービス用設備の障害等やむを得ない事由による場合(1)

本サービス用設備の点検、保守、バージョンアップ等を実施する場合(2)

第１９条第２項各号に規定の事由が発生した場合(3)

前各号のほか、当社が停止が必要と判断した場合(4)

当社は、前項にもとづく停止を行う場合、事前にその旨を当社のウェブサイトへの掲示その他当

社が適切と判断する方法により利用者および債務者に通知するものとします。ただし、当社が緊急

またはやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なく当該通知を行うも

のとします。

2.

当社は、第１項にもとづく停止に起因して利用者または債務者に損害が生じた場合であっても、何

ら責任を負わないものとします。

3.

利用者は、本サービスの利用にあたり、当社所定のサービス利用料を当社所定の方法により支払

うものとします。

1.

当社は、当社の判断により、利用者に対して、サービス利用料の全部または一部の割引を受けるこ

とができるクーポンを付与することがあります。

2.

利用者は、当社所定の条件および手続きに従いクーポンを使用することができるものとします。な

お、当社の判断により特定のサービス利用料にクーポンを適用することがあり、利用者はこれを

了承するものとします。

3.

クーポンの付与条件、有効期間、利用対象、利用上限金額その他の諸条件については、当社が別

途定めるものとします。

4.

利用者は、保有するクーポンを第三者に譲渡、貸与、担保に供すること、および現金に換金する

ことはできないものとします。

5.

当社は、利用者が第２３条第１項各号のいずれかに該当したときは、クーポンの全部または一部

を取り消すことができるものとします。

6.



第１８条（知的財産権の帰属）

第１９条（非保証・免責）

第２０条（秘密保持義務）

当社は、本規約、本サービスおよび本契約にもとづく業務の全部または一部を第三者に再委託

（再々委託以降を含む）（以下、当該第三者を「再委託先」という）することができるものとしま

す。また、この場合、当社は、再委託先に対し、本サービスの提供に必要な範囲で、秘密情報およ

び個人情報を開示することができるものとします。

1.

当社は、当該再委託先に対し、本規約にもとづき自己が負う義務と同等の義務を課すものとしま

す。

2.

本サービスに関する知的財産権は当社または原権利者に帰属するものであり、利用者および債務

者に対する本サービスの利用許諾は知的財産権の譲渡および利用許諾を意味するものではないも

のとします。

1.

当社は、本サービスについて、その正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合

性、第三者の権利を侵害していないことについて何ら保証しないものとします。

1.

当社は、次の各号に定める事由に起因して利用者または債務者に生じた損害について何ら責任を負

わないものとします。

2.

本契約・本規約の違反、当社が定める手順・セキュリティ手段が遵守されないこと、利用者

または債務者が提供する情報・電子ファイルの瑕疵、登録情報の不備・変更の遅延

(1)

通信機器、通信回線およびインターネット等の通信手段の不具合またはそれらの性能に起因

する問題

(2)

金融機関のシステム障害およびカード等にかかる決済システムの障害(3)

当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不

正アクセスもしくはアタック、または通信経路上での傍受

(4)

当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて、当該第三者から

ウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィル

スによる本サービス用設備への侵入

(5)

当社に対する刑事訴訟法にもとづく令状による差押え・捜索・検証、犯罪捜査のための通信

傍受に関する法律にもとづく強制処分その他裁判所の命令または法令にもとづく強制的な処

分

(6)

天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行等の不可抗力(7)

前各号のほか、当社の責に帰さない事由(8)

利用者、債務者および当社（以下本条において「情報受領者」という）は、本サービスの利用ま

たは提供に関して知得した他の当事者（以下本条において「情報開示者」という）の事業活動に有

用な技術上または営業上の秘密（以下「秘密情報」という）を、秘密として保持し、情報開示者

の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩せず、本サービスの利

用または提供以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含まれない

ものとします。

1.

情報受領者が当該情報を知得した時点で、既に公知であった情報(1)



第２１条（個人情報）

第２２条（データの利活用等）

第２３条（契約の解除等）

情報受領者が当該情報を知得した後に、情報受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知と

なった情報

(2)

情報受領者が、当該情報を知得した時点で既に保有していた情報（守秘義務の制約の下で情

報開示者から知得した情報を除く）

(3)

情報受領者が、当該情報を知得した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うこ

となく適法かつ正当に開示を受けた情報

(4)

情報受領者は、秘密情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし

ます。

2.

情報受領者は、本サービスが終了した場合または情報開示者から求められた場合、秘密情報を返

却または廃棄するものとします。

3.

本条は、本サービス終了後２年間有効とします。4.

当社は、個人情報（個人情報保護法に定義されるものをいう。以下同じ）について、当社が別途定

めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うものとします。

1.

当社は、別段の定めがない限り、本サービスの提供に伴い取得した個人情報を、プライバシーポリ

シー「２.個人情報の利用目的」以外の目的で利用しないものとします。

2.

前各項のほか、個人情報の取扱いについては第２０条第１項乃至第３項の規定が準用されるもの

とします。

3.

当社は、本サービスにもとづき取得する情報を集計して特定の個人を識別することができない統

計的な情報を作成し、本サービスの品質向上、新たなサービスの開発その他当社の事業活動のた

めに利用しまたは第三者に提供することができるものとします。

1.

利用者が当社のパートナーから紹介を受けて本サービスを利用する場合（当該パートナーのウェブ

サイト等を経由して本サービスを利用する場合を含む）、当社は、当該パートナーに対し、当該パ

ートナーが以下の目的で使用するために、以下の情報を提供することができるものとします。

2.

当該パートナーが情報を使用する目的(1)

当該パートナーによる本サービスの集客・利用促進の向上・改善a.

当該パートナーに対する当該利用者の問い合わせへの対応b.

当該パートナーが有する製品・サービス等の当該利用者への案内・紹介c.

当社が当該パートナーに提供する情報(2)

第６条にもとづき提供された情報a.

当社は、利用者または債務者が以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要するこ

となく直ちに本サービスの提供を中止し、また、本契約を解除することができるものとします。

1.

破産、民事再生、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続（本規約の制定後に

改定または制定されたものを含む）の申立を受けまたは自らこれらの申立をしたとき

(1)

解散の決議を行いもしくは解散命令を受けたとき（合併に伴って解散する場合を除く）、ま

たは事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・廃止を決議したとき

(2)



第２４条（本サービスの終了）

第２５条（本契約・本サービスの終了に伴う措置）

第２６条（反社会的勢力の排除）

支払いの停止、手形交換所の取引停止処分を受けたときまたは電子債権記録機関による取引

停止処分もしくはこれと同等の措置を受けたとき

(3)

仮差押え、差押え、仮処分または競売手続の開始があったとき(4)

第１０条に違反したとき(5)

本契約または本規約（第１０条を除く）に違反し、相当の期間を定めて催告されたにもかか

わらずなお是正されないとき

(6)

信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき(7)

前各号のほか、当社が本サービスの継続を適当でないと判断したとき(8)

利用者および債務者は、それぞれ前項各号のいずれかに該当したときは、当社に対する債務につ

いて当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済するものとします。

2.

当社は、３か月以上前の通知をもって、本サービスの全部または一部を終了することができます。1.

本契約または本サービスが終了した場合に存在する未履行債務については、当該債務が弁済され

るまでの間、本規約および本契約が適用されるものとします。

1.

利用者および債務者は、自己、自己の子会社および関連会社（各社の役員その他実質的支配権を

有する者を含む。以下本条において同じ）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった

時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ

または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下併せて「暴力団員等」という）に該

当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しない

ことを確約するものとします。

1.

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1)

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2)

自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな

ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(3)

暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること

(4)

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること

(5)

利用者および債務者は、自己、自己の子会社および関連会社が、自己または第三者を利用して次

の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

2.

暴力的な要求行為(1)

法的な責任を超えた不当な要求行為(2)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(3)

風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業

務を妨害する行為

(4)

その他前各号に準ずる行為(5)



第２７条（損害賠償責任）

第２８条（譲渡禁止）

第２９条（分離可能性）

第３０条（準拠法・管轄）

第３１条（相談窓口等）

第３２条（本規約に定めのない事項）

以上

附則

（２０２３年９月１日制定）

当社は、利用者および債務者が前２項に違反した場合、何ら催告することなく、直ちに本契約を

解除し、または、本サービスの提供を中止することができるものとします。

3.

当社は、前項にもとづき契約を解除し、または、本サービスの提供を中止したことにより利用者

または債務者に損害が発生した場合でも、何ら責任を負わないものとします。

4.

当社は、第３項にもとづき契約を解除し、または、本サービスの提供を中止したことにより損害

を被った場合、利用者または債務者に対し、当該損害の賠償を求めることができるものとします。

5.

当社は、自己の責に帰すべき事由により、本サービスに関連して、利用者に損害を与えた場合、当

該損害の発生の原因となった本サービスに関するサービス利用料（クーポンによる割引がある場

合は割引後のサービス利用料）を限度として、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものと

します。

1.

当社は、自己の責に帰すべき事由により、本サービスに関連して、債務者に損害を与えた場合、当

該損害の発生の原因となった本サービスに関する立替金相当額（クーポンによる割引がある場合

は割引後のサービス利用料）を限度として、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとし

ます。

2.

利用者および債務者は、事前に当社の書面による承諾がない限り、本契約または本サービスの利

用により生じた契約上の地位を移転し、または、本契約もしくは本サービスの利用により生じた

権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは担保に供してはならないものとします。

1.

法律の規定または裁判所の判断により本規約の一部が無効または執行不能とされた場合であって

も、本規約の他の部分は影響を受けず、引き続き有効とします。

1.

本規約、本サービスおよび本契約は、日本国の法令に準拠するものとします。また、本規約、本サ

ービスおよび本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。

1.

本サービスに関する利用者からの相談等については、当社所定のウェブページに記載の問い合わせ

窓口にて受け付けるものとします。

1.

本規約に定めのない事項については、別途当社が取り決めるものとします。1.



（２０２４年４月２２日改定）

（２０２４年９月１０日改定）

（２０２６年６月２６日改定）


